
福井県告示第４５９号

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、保安林の指定施業要
件を変更する予定であるので、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の２の規
定により、次のとおり告示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　大野市堂嶋４５字フト尾山１の２、５０字タイラ山１の１
２　保安林として指定された目的
　　なだれの危険の防止
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町
　　　村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度　
　　　次のとおりとする。
　　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁および大野市役所に備え置
　　いて縦覧に供する。）

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　恐竜博物館講堂・ガイダンスルーム・写場ＬＥＤ改修業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立恐竜博物館
　　福井県勝山市村岡町寺尾第５１－１１
３　落札者を決定した日
　　令和７年１０月２１日
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４　落札者の名称および住所
　　前田電気株式会社
　　福井県大野市中保２１号１２番地
５　落札金額
　　１０９，７８０，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年８月２６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする物品（以下「調達物品」という。）の名称および数量
　　　超音波診断装置　一式
　⑵　調達物品の内容
　　　入札説明書および調達仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　納入期限
　　　令和８年３月３１日（火）
　⑷　納入場所
　　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　　福井県立病院
２　入札に参加する者に必要な資格
　　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
　を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
　。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の日時
　までに資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする
　。
　⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない
　　こと。
　⑵　入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民
　　事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい
　　ない者であること。

　⑷　福井県に納付すべき県税（全税目）に滞納がない者であること。
　⑸　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
　　　支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
　　　団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
　　　第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
　　　る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
　　　を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
　　エ　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
　　　するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
　　　者
　　オ　役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑹　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年
　　法律第１４５号）第３９条第１項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を
　　受けている者であること。
３　電子入札の実施
　　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
　電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
　子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　　なお、やむを得ない事由により、電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申
　請または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、
　紙入札承認願により契約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または
　入札書の提出を行うことができる。
４　入札説明書等の交付等に関する事項
　⑴　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所およびこの入札に関する問合せ先
　　　〒９１０－８５２６
　　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　　電話　０７７６－５７－２９４４
　⑵　入札説明書等の交付期間
　　　令和７年１２月２日（火）から令和７年１２月１６日（火）まで（福井県の休日を
　　定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条に規定する県の休日（以下「休日」
　　という。）を除く。）の８時３０分から１６時まで
　⑶　入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
　　テムで公開する。
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５　資格の確認に関する事項
　　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
　る様式。なお、契約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者
　（以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書に定めた様式）を次のとおり提
　出し、この入札に関して契約担当者の事前審査を受け、資格の確認を受けなければなら
　ない。
　⑴　申請書等の提出期間
　　　令和７年１２月２日（火）から令和７年１２月１６日（火）まで（休日を除く。）
　　の８時３０分から１６時まで
　⑵　申請書等の提出方法
　　ア　電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
　　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　　　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が提出期間中に、契約担
　　　当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけれ
　　　ばならない。
　　　　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
　　　成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
　　　が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者
　　　の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録し
　　　たものとする。
　　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　　　提出期間内に、次の提出先に郵送（民間事業者を含む。）または持参して提出
　　　すること。郵送による場合には、簡易書留郵便その他の配達記録が残るものを利用
　　　すること。
　　　　（提出先）
　　　　４⑴と同様とする。
　⑶　資格の確認の通知
　　　資格の確認は、電子入札システムを使用して通知する。紙入札者に対しては、書面
　　により通知する。
６　入札書の提出方法、提出期間および開札日時
　⑴　入札書の提出方法
　　ア　電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
　　　　５⑵アと同様とする。
　　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　　下記アからエの要領で作成し、持参または郵送すること（郵送の場合は、簡易書
　　　留郵便その他配達記録が残るものを利用すること。）。
　　　ア　外封筒および内封筒の二重封筒とすること。
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　　　イ　入札書を、当該入札案件の名称、開札日時、入札参加者名、担当者名および連
　　　　絡先（電話番号、ファックス番号）を記載し、「入札書在中」と朱書した内封筒
　　　　に封入すること。
　　　ウ　イにより作成した内封筒を、入札書の提出先、当該入札案件名称、開札日時、
　　　　入札参加者名、担当者名および連絡先（電話番号、ファックス番号）を記載し「
　　　　入札書在中」と朱書した外封筒に封入すること。
　　　エ　提出場所
　　　　　４⑴と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和８年１月１３日（火）８時３０分から１７時まで
　　　令和８年１月１４日（水）８時３０分から１６時まで（必着）
　⑶　開札日時
　　　令和８年１月１５日（木）９時３０分
　⑷　開札場所
　　　福井県立病院　中会議室１
７　入札書に記載する金額
　　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
　に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
　端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
　び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
　希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
　　なお、入札金額は、調達物品に要する一切の諸費用を含むものとする。
８　落札者の決定に関する事項
　　この入札に係る調達物品等の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入
　札を行った者を落札者とする。
９　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　〒９１０－８５２６
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　電話　０７７６－５７－２９４４
１０　その他
　⑴　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならびに
　　通貨
　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県病院事業財務規則（昭和３９年福井県規則第１３号）第７５条において準用
　　する福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
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　⑶　入札の無効
　　　福井県病院事業財務規則第７５条において準用する福井県財務規則第１５１条の規
　　定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２
　　　項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
　　　を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
　　　ともに、捜査上必要な協力を行うこと。
　　イ　アにより警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領
　　　の規定に基づき指名停止等の措置を講じることがある。
　⑹　２に記載する「別に知事が行う審査」　を申請する時期と場所
　　ア　申請者の受付時期
　　　　休日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県会計局会計課
　　　　総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は入札説明書等による
　　　。
１１　Summary
　⑴　Nature and quantity of the services to be purchased
　　　Neurosurgery Surgical navigation system 1set
　⑵　Date,Time of Bidding 
　　　9:30 AM 15th January 2026
　⑶　Deadline for delivery
　　　31st March 2026
　⑷　The place for delivery and contact point for the notice
       　Property management division, Fukui Prefectural Hospital, 2‒8‒1   　　　　
　　Yotsui,Fukui city, Fukui Prefecture,910‒8526,Japan.
　　　 TEL 0776‒57‒2944
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定に基づき、国土調査の

成果を認証したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　調査を行った者の名称
　　高浜町
２　調査を行った期間
　　令和４年５月から令和６年３月まで
３　調査を行った地域
　　大飯郡高浜町大字事代
４　成果の名称
　　大飯郡高浜町大字事代の地籍図および地籍簿
５　認証年月日
　　令和７年１１月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定に基づき、国土調査の
成果を認証したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　調査を行った者の名称
　　高浜町
２　調査を行った期間
　　令和２年５月から令和５年３月まで
３　調査を行った地域
　　大飯郡高浜町大字鎌倉
４　成果の名称
　　大飯郡高浜町大字鎌倉の地籍図および地籍簿
５　認証年月日
　　令和７年１１月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和7年１２月２日
　　　　　　福井県奥越土木事務所長　鳥山　公裕
１　落札に係る物品の名称および数量
　　凍結防止剤　塩化ナトリウム（５００ｋｇ袋）６６８ｔ（購入見込量）
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
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　　福井県奥越土木事務所
　　大野市友江１１―１４
３　落札者を決定した日
　　令和７年１０月２４日
４　落札者の名称および住所
　　福井高速運輸株式会社
　　福井市三本木町１―１
５  落札金額
　　６６，８００円／ｔ（税抜き単価）
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年９月９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る特定役務の名称
　　フラグメントアナライザーの賃貸借
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県警察本部警務部会計課
　　福井県福井市大手３丁目１７－１
３　落札者を決定した日
　　令和７年９月２５日
４　落札者の名称および所在地
　　ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナンス株式会社福井営業所
　　福井県福井市花堂北１丁目１－３０
５　落札金額
　　５０，２８４，０８０円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年８月１２日

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、公
立大学法人福井県立大学物品等または特定役務の調達手続に関する会計細則（平成３１年
公立大学法人福井県立大学細則第２号）第６条の規定により次のとおり公告する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　公立大学法人福井県立大学 
　　　　　　　理事長　窪田　裕行
１　入札に付する事項
　⑴　調達する物品の名称および数量
　　　高精度高分解能飛行時間型質量分析装置システム　一式
　⑵　契約内容
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　納入期限
　　　令和８年３月３０日
　⑷ 納入場所
　　　公立大学法人福井県立大学
　　　永平寺キャンパス
　　　生物資源学部棟１階　ＢＮ１１２
２　入札に参加する者に必要な資格
　　この入札に参加することができる者は、公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則
　（平成１９年公立大学法人福井県立大学細則第１７号）第４条に基づき定める競争入札
　参加の資格を有し、公立大学法人福井県立大学物品等または特定役務の調達手続に関す
　る会計細則第５条に基づく審査による認定を受けた者で、次に掲げる条件をすべて満た
　す者とする。
　⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない
　　こと。
　⑵　入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび　
　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ　　
　ていない者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
　　　支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
　　　団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
　　　第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
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公立大学法人福井県立大学公告



　び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
　希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定に関する事項
　　この入札に係る調達物品の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
　た者を落札者とする。
８　その他
　⑴　入札保証金および契約保証金
　　　公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則の規定による。
　⑵　入札の無効
　　　公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則の規定による。
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２
　　　項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
　　　を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
　　　ともに、捜査上必要な協力を行うこと。
　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに本学に報告すること。
　⑸　この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
　　。
９　Summary
　⑴　Nature and quantity of the service to be required
　　　MALDI-TOF ultrafleXtreme system
　⑵　Date and time of bidding
　　　9:00A.M.January 14,2026
　⑶　Delivery period
　　　March 30, 2026
　⑷　Contact point for the notice
　　　Finance Division, Fukui Prefectural University,4-1-1, Matsuokakenjoujima, 
　　Eiheiji town, Yoshida county, Fukui prefecture, 910-1195,Japan.
　　TEL 0776-61-6000

福井県選挙管理委員会告示第１３１号

　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、政治団体の
設立の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。

　　　る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
　　　を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
　　エ　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
　　　するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
　　　者
　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札説明書等の交付
　⑴　入札説明書等は、本学ホームページで公開する。
　⑵　この入札に関する問合せ先
　　　〒９１０－１１９５
　　　福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１
　　　公立大学法人福井県立大学　財務課
　　　電話　０７７６－６１－６０００
４　資格の確認に関する事項
　　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に、必要書類を添えて次
　のとおり提出し、この入札に係る業務に関し本学の審査を受け、資格の確認を受けなけ
　ればならない。
　⑴　申請書の提出期限
　　　令和７年１２月２３日（火）１６時
　⑵　提出方法
　　　持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。
　⑶　提出先
　　　３⑵と同様とする。
５　入札書の提出方法、入札および開札の場所ならびに日時
　⑴　入札書の提出方法
　　　持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。
　⑵　入札および開札の場所ならびに日時
　　ア　場所
　　　　公立大学法人福井県立大学
　　　　本部棟３階大会議室
　　イ　日時
　　　　令和８年１月１４日（水）９時
６　入札方法に関する事項
　　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
　に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
　端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
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　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県選挙管理委員会告示第１３２号

　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、政治団体の
届出事項の異動に係る届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとお
り告示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県選挙管理委員会告示第１３３号

　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により、政治団体
の解散の届出があったので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県選挙管理委員会告示第１３４号

　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、資金管理
団体の指定の届出があったので、同法第１９条の２第１項の規定により、次のとおり告示
する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
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届　出
年月日

令和7年
10月22日
令和7年
11月4日

上内はるゆき後援
会
ふじたのりひろ後
援会　美幸会

坂井市丸岡町赤坂７－
６
三方郡美浜町佐田５０
－９

上内　晴幸

藤田　憲弘

上内　由紀恵

村上　博規

政治団体の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地
会計責任者の
氏　　　　名

（その他の政治団体）
（国会議員関係政治団体以外の政治団体）

令和7年
10月1日
令和7年
10月2日

たきなみ宏文
名田庄後援会
自由民主党名
田庄支部

中塚　寛

團　好孝

田中　秀樹

大飯郡おおい町名田
庄納田終１４４－７ 

團　好孝

田中　秀樹

菅原　儀彦

大飯郡おおい町名田
庄久坂３－８０－１

菅原　浩

藤原　義信

会計責任者

主たる事務
所の所在地

代表者

会計責任者

異　動
年月日

政治団体
の名称

異 動 事 項
代表者
の氏名

異　動　内　容
新 旧

解散年月日
令和7年10月31日 のせゆたか後援会 野瀬　啓一郎

政治団体の名称 代表者の氏名

指　定
年月日

令和7年
10月19日

上内　晴幸 坂井市丸岡町赤坂７－６坂井市議会議員
上内はるゆき
後援会

資金管理団体
の届出をした者
（代表者）の氏名

主たる事務所の所在地
資金管理団体
の　名　　称

届出をした者に
係る公職の種類
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 政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 
令和７年１２月２日 

      福井県選挙管理委員会 委員長 吉川 奈奈 
政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程の一部を改正する告示 

政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程（昭和５０年福井県選挙管理委員会告示第８９号）の一部を次のように改正する
。 
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 
この告示は、令和８年１月１日から施行する。 

改正後 改正前 
  （閲覧の請求） 

第１条 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第
２０条の２第２項の規定により福井県選挙管理委員会（以下「委員会」という
。）の受理した報告書、政治資金監査報告書または確認書（以下「収支報告閲
覧対象文書」という。）の閲覧を請求しようとする者は、様式第１号の閲覧請
求書を委員会に提出しなければならない。 

（閲覧の請求） 
第１条 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第
２０条の２第２項の規定により福井県選挙管理委員会（以下「委員会」という
。）の受理した報告書または政治資金監査報告書（以下「収支報告閲覧対象文
書」という。）の閲覧を請求しようとする者は、様式第１号の閲覧請求書を委
員会に提出しなければならない。 
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福井県公安委員会告示第１２３号

　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９９条の２第４項第１号イに規定する技能
検定員審査（以下「審査」という｡）を行うので、技能検定員審査等に関する規則（平成
６年国家公安委員会規則第３号）第２条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　春木　麻紀子
１　審査の種類、期日および場所
　⑴　種類
　　　技能検定員審査(普通)
　⑵　期日
　　　令和８年１月１６日（金）
　⑶　場所
　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課
２　審査の申請手続に関する事項
　⑴　申請に必要な書類
　　ア　審査申請書
　　イ　運転免許証の写し
　　ウ　次のいずれかに該当する者は、それぞれに該当することを証する書面
　　　ア　過去１年以内に審査を受け、当該審査において３⑵アの表の中欄または３⑵イ
　　　　の表の中欄に掲げる審査細目のいずれかについて同表の右欄に定める合格基準に
　　　　達する成績を得た者
　　　イ　過去１年以内に技能検定、技能教習または学科教習についての技能または知識
　　　　に関する講習で国家公安委員会が指定するものを修了した者
　　　ウ　教習指導員資格者証の交付を受けた者
　　　エ　他の種類の免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けた者
　⑵　提出先
　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課
　⑶　提出期限
　　　令和７年１２月１２日（金）
３　その他審査の実施に関し必要な事項
　⑴　審査を受けようとする者の資格要件
　　　技能検定員審査(普通)

　　　当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許を受けていること。
　⑵　審査方法およびその合格基準
　　　技能検定員審査(普通)
　　　次の表の左欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目につ
　　いて、同表の右欄に掲げる審査方法等により行う。

 
　⑶　審査に関する問合せ等
　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課（電話　０７７６－５１－２８２０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県公安委員会告示第１２４号

　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９９条の３第４項第１号イに規定する教習
指導員審査（以下「審査」という。）を行うので、技能検定員審査等に関する規則（平成
６年国家公安委員会規則第３号）第１０条第２項において準用する同規則第２条の規定に
より、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月２日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　春木　麻紀子
１　審査の種類、期日および場所
　⑴　種類
　　　教習指導員審査(普通)および教習指導員審査（普通二種）
　⑵　期日
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審査項目

技能検定
に関する
技能

技能検定
に関する
知識

技能検定員として必要な
自動車の運転技能

自動車の運転技能に関す
る観察および採点の技能

教則の内容となっている
事項

自動車教習所に関する
法令についての知識

技能検定の実施に関する
知識

自動車の運転技能の評価
方法に関する知識

技能試験の方法に準じて行うものとし､
その合格基準は、９０パーセント以上の
成績であること。
実技試験により行うものとし、その合格
基準は、９５パーセント以上の成績であ
ること。
論文式、択一式、補完式または正誤式の
筆記試験により行うものとし、その合格
基準は、論文式のものは８５パーセント
以上、その他のものは９５パーセント以
上の成績であること。

面接試験または論文式の筆記試験により
行うものとし、その合格基準は、９５パ
ーセント以上の成績であること。

審 査 細 目 審 査 方 法 等



　　　令和８年１月１６日（金）
　⑶　場所
　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課
２　審査の申請手続に関する事項
　⑴　申請に必要な書類
　　ア　審査申請書
　　イ　運転免許証の写し
　　ウ　次のいずれかに該当する者は、それぞれに該当することを証する書面
　　　ア　過去１年以内に審査を受け、当該審査において３⑵アの表の中欄または３⑵イ
　　　　の表の中欄に掲げる審査細目のいずれかについて同表の右欄に定める合格基準に
　　　　達する成績を得た者
　　　イ　過去１年以内に技能検定、技能教習または学科教習についての技能または知識
　　　　に関する講習で国家公安委員会が指定するものを修了した者
　　　ウ　技能検定員資格者証の交付を受けた者
　　　エ　他の種類の免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
　⑵　提出先
　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課
　⑶　提出期限
　　　令和７年１２月１２日（金）
３　その他審査の実施に関し必要な事項
　⑴　審査を受けようとする者の資格要件
　　ア　教習指導員審査(普通)
　　　　当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許を受けていること。
　　イ　教習指導員審査（普通二種）
　　　　大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許およ
　　　び教習指導員資格者証（普通）の交付を受けていること。
　⑵　審査方法およびその合格基準
　　ア　教習指導員審査（普通二種）
　　　　次の表の左欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目に
　　　ついて、同表の右欄に掲げる審査方法等により行う。

 　　イ　教習指導員審査(普通)
　　　　次の表の左欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目に
　　　ついて、同表の右欄に掲げる審査方法等により行う。

　⑶　審査に関する問合せ等
　　　　坂井市春江町針原第５８号１０番地
　　　福井県警察本部交通部運転免許課（電話　０７７６－５１－２８２０）
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審査項目 

教習に関す
る技能

教習に関す
る知識

技能試験の方法に準じて行うものとし､
その合格基準は８５パーセント以上の成
績であること。

実技試験または面接試験により行うもの
とし、その合格基準はそれぞれ８０パー
セント以上の成績であること。

論文式、択一式、補完式または正誤式の
筆記試験により行うものとし、その合格
基準は、論文式のものは８５パーセント
以上、その他のものは９５パーセント以
上の成績であること。
面接試験または論文式の筆記試験により
行うものとし、その合格基準は、それぞ
れ８０パーセント以上の成績であること｡

教習指導員として必要な
自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の
技能

学科教習に必要な教習の
技能

教則の内容となっている
事項その他自動車の運転
に関する知識
自動車教習所に関する法
令についての知識

教習指導員として必要な
教育についての知識

審査細目 審査方法等

技能試験の方法に準じて行うものとし､
その合格基準は、８５パーセント以上の
成績であること。

実
技試験により行うものとし、その合格基
準は、８０パーセント以上の成績である
こと。
論文式、択一式、補完式または正誤式の
筆記試験により行うものとし、その合格
基準は、論文式のものは８５パーセント

教習指導員として必要な
自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の
技能

旅客自動車運送事業およ
び自動車運転代行業に関
する法令についての知識

審査項目 

教習に関す
る技能

教習に関す
る知識

審査細目 審査方法等

技能試験の方法に準じて行うものとし､
その合格基準は、８５パーセント以上の
成績であること。
実技試験により行うものとし、その合格
基準は、８０パーセント以上の成績であ
ること。
論文式、択一式、補完式または正誤式の
筆記試験により行うものとし、その合格
基準は、論文式のものは８５パーセント
以上、その他のものは９５パーセント以
上の成績であること。

教習指導員として必要な
自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の
技能

旅客自動車運送事業およ
び自動車運転代行業に関
する法令についての知識

教習に関す
る技能

教習に関す
る知識


